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内   容 

 

１ 概要 

職員が多様な性について正しい知識を持ち、当事者に対する適切な接客

や接遇のスキルを身に付けるため策定する。 

 

２ 内容 

以下のとおり、ＬＧＢＴに関する基礎知識を学び、さらに窓口職場、小

中学校、保育施設で起こりうるケースを取り上げ、場面に応じた学習もで

きる内容を予定している。 

第１章 性の多様性に関する基礎知識 

第２章 区民への対応・配慮（窓口・電話、公共施設利用や災害時対

応等） 

第３章 職場における対応（職場内における呼称や言動、服務、相談

対応等） 

第４章 幼少期の子どもへの配慮（学校及び保育施設での対応） 

第５章 相談窓口のご案内 

 

３ 策定スケジュール 

時期 項目 内容 

令和３年 

２月 
全庁意見集約 

 

同上 
当事者支援団体

(※)による監修 

当事者支援の視点から、困難事例な

どの最新の情報を盛り込む。 

３月 発行 

区議会、庁内各課、学校、保育施設、 

その他住区センター等区関係施設に本

ガイドライン冊子を配布する。 

また、区内企業等にも参考に活用し

ていただけるよう、区ホームページに

データを掲載する。 

  ※「性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する

法整備のための全国連合会（通称：ＬＧＢＴ法連合会）」 

問 題 点 

今後の方針 
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